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令和８年度天理市下水道事業会計予算



（１） 57,000 人

（２） 7,188,735 ㎥

（３） 118,250 千円

2,658,525 千円

1,297,952 千円

1,360,572 千円

1 千円

2,295,127 千円

2,137,316 千円

156,661 千円

150 千円

1,000 千円

279,436 千円

110,200 千円

1,222 千円

165,139 千円

375 千円

2,500 千円

第 ２ 項 負 担 金

第 ３ 項 補 助 金

第 ４ 項 長 期 貸 付 金 回 収 金

第 ５ 項 そ の 他 資 本 的 収 入

第 １ 款 下 水 道 事 業 収 益

支 出

第 １ 款 下 水 道 事 業 費 用

第 ２ 項 営 業 外 収 益

収 入

第 ３ 項 特 別 利 益

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

水 洗 化 人 口

年 間 総 排 水 量

及び地方消費税資本的収支調整額18,902千円で補塡するものとする。）。

収 入

第 １ 款 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入

第 １ 項 企 業 債

第 １ 項 営 業 費 用

第 ２ 項 営 業 外 費 用

第 ３ 項 特 別 損 失

第 ４ 項 予 備 費

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額986,337千円は、過年度分損益勘定留保資金967,435千円、当年度分消費税

議案第９号

令和８年度天理市下水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和８年度天理市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

主 要 な 建 設 改 良 事 業 管渠整備事業等

第 １ 項 営 業 収 益
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1,265,773 千円

268,647 千円

2,500 千円

994,251 千円

375 千円

千円

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

（１） 収益的支出における各項間の流用

（２） 資本的支出における各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

（１） 141,000 千円

1,085,299千円である。

提 出

並 河 健天　理　市　長

第９条 下 水 道 事 業 運 営 を 助 成 す る た め 一 般 会 計 か ら こ の 会 計 へ 補 助 を 受 け る 金 額 は 、

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

流域下水道事業

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費

（他会計からの補助金）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

110,200

計 110,200

借入先の融資条件による。ただし企業
財政その他の都合により繰上償還又は
低利に借り換えることができる。

5.0％以内証書借入

第 ４ 項 そ の 他 資 本 的 支 出

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

第 ２ 項 長 期 貸 付 金

第 ３ 項 企 業 債 償 還 金

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　項 限　度　額期　間

下 水 道 事 業 ウ ォ ー タ ー Ｐ Ｐ Ｐ
導 入 可 能 性 調 査 業 務

令和９年度

下 水 道 事 業 企 業 会 計
シ ス テ ム 更 新 業 務

令和９年度

千円33,000

千円9,000

第 １ 款 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出

第 １ 項 建 設 改 良 費

支 出
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